
令和 8年度（2026年度）熊本県キャラクターくまモン・ 

くまもとサプライズロゴ利用許諾業務委託基本仕様書 

   

１ 業務名  

令和 8年度（2026年度）熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴ利用

許諾業務 

 

2 業務の目的  

熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴ利用許諾業務を適切に処理し、

業務を効率化することで、申請件数の増減に弾力的に対応し、審査の迅速化、許諾に

要する期間の短縮化を図ることを目的とする。 

 

３ 委託期間  

令和８年（2026年）4月 1日（水）から令和 9年(2027年)3月 31日（水）まで 

 

4 業務の内容  

（１）熊本県ＰＲ事業者登録（以下「事業者登録」という。）に関する業務 

・「熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴの利用に関する規程」 （以

下、「規程」という。）及び「くまモンイラスト・くまもとサプライズロゴ利用の手引」

（以下、「手引」という。）に基づき、事業者登録の申請受付、暴力団情報照会に係

る県への情報提供（データ入力含む。）及び事業者登録の可否判断を行うこと。 

 

（２）規程及び手引に基づいたイラスト等の利用許諾に関する業務 

・規程及び手引に基づき、イラスト等の利用許諾の申請受付及び可否判断（規程第

３条第２項第１号、同第３号に定める利用を含む。）を行うこと。 

 

※事務フロー図及び令和７年度(令和７年(２０２５年）１２月まで）の許諾件数について

は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【事務フロー図】 
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【令和７年度くまモン利用許諾件数（令和７年（２０２５年）１２月まで）】 

月 事業者登録 
利用許諾 

一般許諾 簡易申請 

4 ３４ １３９ ３０ 

5 ６１ １１３ ５３ 

6 ５７ １４９ ４６ 

7 ５１ １３８ ５２ 

8 ３８ １０２ ６５ 

9 ６４ １４９ ８０ 

10 ６８ １１５ ８５ 

11 ２１ １３５ ６５ 

１２ ６０ １２９ ４３ 

合 計 ４５４ １，１６９ ５１９ 

月平均 ５０ １３０ ５８ 

 

（３）海外輸出するイラスト等の利用許諾商品の審査 

・海外販売における県内企業等への優遇支援措置実施に伴い、実施条件を満たし

ているかの確認等を行うこと。 

 

（４）判断が難しい案件の県との協議及び相談 

・事業者登録及びイラスト等の利用許諾に関し、判断が難しい案件については、適

宜、県と協議を行うこと。 

 

（５）事業者登録及びイラスト等利用許諾申請者に対する通知 

・事業者登録又はイラスト等の利用許諾の申請者に対し、その可否について通知す

ること。 

※郵送手数料は、書類での申請時に返信用封筒の提出を義務付けることとしてい

るため、作業工数及び費用負担を計上する必要はない。 

 

（６）完成品のサンプル等の管理 

・イラスト等利用許諾申請者から送付されてくる申請時サンプル、完成品サンプル

等を適宜管理すること。 

※申請者が申請時サンプルの返却を求める場合は、その費用は申請者負担とす 

るため、費用負担を計上する必要はない。 

 

（７）申請者等からの問合せ受付、回答及びＦＡＱの整備 

・来訪、電話、FAX等による申請者等からの問合せを受け付けること。 

・問合せとその回答を集積し、ホームページ等を利用して申請者等に提供すること。 

 

 



（８）定点売上調査及び報告 

・利用許諾をうけた者（以下「利用者」という。）に対して、FAX、郵送又は電子メー

ルにて、調査票を送付し、関連グッズ等の売上の調査を実施すること（年１回を想

定）。 

・回収できない利用者に対しては、電話による催促を行うこと。 

・定点的な調査であるため、過去に行った売上調査の趣旨や項目等を踏襲し、県と

協議のうえ、調査の企画を行うこと。 

 

（９）定期的な業務内容の報告 

・定期的（月１回を想定）に処理件数および判断実績等の報告を県へ行うこと。 

 

（10）既存の申請書類のデジタルデータ化 

・保管されている既存の利用許諾申請書類をデジタルデータとして保存し、申請者

名や利用許諾番号等のキーワードで検索できるよう整理すること。 

・また、デジタルデータ化が終了した既存の申請書類の保管・管理については、保 

管場所を確保すること。 

 

（11）その他、利用許諾を行う際に県が必要と定める業務 

 

5 実施体制  

(１)「４ 業務の内容」の業務を遂行するのに適切な人員配置を行うこと。 

 

(２)危機管理体制 

・業務処理の遅滞、漏れ、ミス等によるトラブルが発生しないよう、チェック体制の

構築を図ること。 

・業務処理の遅滞、漏れ、ミス等によるトラブルが発生した場合には、原則として受

託者で解決を図ること。 

 

6 業務の実施場所等  

(１)業務実施場所 

・事業者で準備すること。県の想定は下記のとおり。 

     └執務スペース 

     └相談スペース（申請者との相談などに対応するため。） 

     └書類等を保管するスペース 

     └業務に利用する PC、インターネット回線など 

     └業務に利用する電話回線 

     └業務に利用する FAX回線 

     └業務に利用するメールアドレス及び送受信の仕組み 

     └業務に利用する備品及び消耗品 

     └その他業務を円滑に執行するための環境 

・県との相談及び協議が円滑に行えるよう配慮すること。 

・テレワーク等による業務処理も可とし場所の指定は行わないが、申請者の利便性



に配慮すること。 

(２)業務受付時間 

・月曜日から金曜日（ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年

始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）を除く。）の９時００分から１７時０

０分まで（１２時から１３時までは休憩時間）を受付時間とする。 

 

7 業務実施の留意事項  

(１)受託者の利用制限について 

・受託者が自ら利用許諾申請を行うことは原則として認めない。利用の希望が生 

じた場合には、その都度県と協議を行うこと。 

(２)業務従事者への研修等について 

・申請者への接遇や、ガイドラインの作成・変更など、業務従事者への研修を適宜行

うこと。 

(３)業務上知り得る情報(個人情報/機密情報)の管理について 

・業務上知り得る情報(個人情報/機密情報)については適宜管理を行うこと。特に

テレワークによる業務処理を行う場合は情報漏洩防止に万全の体制をとったうえ

で業務を行うこと。 

・定期的に情報保護に関する研修を行うこと。 

・業務従事者とは機密保持契約を結ぶこと。 

 

8 業務完了報告  

（１）業務完了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。 

 

9 守秘義務  

（１）受託者は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者の他に漏らしたり、本業務

の履行以外の目的に使用したりしてはならない。このことについては、契約期間が終

了した後であっても同様とする。万一、受託者の責に帰する情報漏えいが発生した場

合、それにより発生する損害については、受託者が自己の責任において処理しなけれ

ばならない。 

（２）本業務を行うため、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護に関する法令等を

遵守しなければならない。 

 

10 受託者の責務  

（１）委託者の承諾なしに、契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、または、義務を第

三者へ引き受けさせることはできない。 

（2）委託者の承諾なしに業務の処理を第三者に委託し、または請け負わせることはで

きない。 

（3）業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）のために必要とな

った経費は受託者が負担する。 

（4）関係法令を遵守し業務に当たること。 



 

11 留意事項 

（1）本仕様書に定めがない事項であっても、委託者が必要と認めて指示する簡易な事

項については、受託者は、契約金額の範囲内で実施すること。 

（2）委託者は、業務の実施にあたり、受託者が必要とする資料や情報等の提供につい

て、支障のない範囲で協力する。 

 

12 その他 

（１）本仕様書に定めのない事項又は仕様について疑義が生じた場合は、適宜協議の

上、解決することとする。  

（２）本仕様書は、受託者に対して業務の具体的な実施方法等についての提案を求めた

上で、その内容を反映した仕様書に変更されることがある。 

 


